
被保険者が新規申請を行った場合の暫定ケアプランの流れ

要介護１以上
居宅サービス計画作成依頼届出書はすでに提出されているため、通
常どおり認定審査会後、暫定プランを本プランに移行し、居宅介護支
援費の請求を行う。

要支援１または要支援２

自己作成扱い。

＜居宅介護支援事業所に対して特例で遡りを認める場合＞
全ての要件を満たしていること。
・地域包括支援センターと連携し、暫定ケアプラン「居宅サービス計画」
を作成している。
・認定結果後に「介護予防サービス計画」を遡って作成している。
・地域包括支援センターが委託を承認している。

要介護１以上

自己作成扱い。

＜居宅介護支援事業所に対して特例で遡りを認める場合＞
全ての要件を満たしていること。
・地域包括支援センターから委託をうけて、暫定ケアプラン「介護予防
サービス計画」を作成している。
・認定結果後に「居宅サービス計画」を遡って作成している。

要支援１または要支援２
介護予防サービス計画作成依頼届出書はすでに提出されているた
め、通常どおり認定審査会後、暫定プランを本プランに移行し、介護予
防支援費の請求を行う。

※　暫定プランの取扱いを行うにあたっては、サービス利用開始前に暫定の届出書を彦根市に提出することが必要です。

※　届出は上記フロー図の場合を除き、月をまたいでの遡りの適用をすることは原則できません。ただし、相当な理由がある場合はこの限りではありません。

※　サービス利用があったにもかかわらず、そのサービス利用月の月末までに届出書が提出されていなければ、居宅介護支援費および介護予防支援費は請求できません。
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